
1 

 

令和６年 第１０回香芝市教育委員会会議（１０月定例）会議録 非公開部分 

 

（午後１時５１分 ～ 午後２時３分） 
 

教育長      それでは休憩を解き、再開いたします。 

 

日程５（１） 諮第４号「香芝市議会議案の作成に伴う意見の聴取について」 
 

教育長      案件（１）諮第４号「香芝市議会議案の作成に伴う意見の聴取について」

を事務局より説明お願いいたします。 

まなび推進局長。 

 

まなび推進局長  ただ今提案になりました、諮第４号「香芝市議会議案の作成に伴う意見の

聴取について」提案理由の説明をさせていただきます。 

本案は、香芝市文化施設条例第２条に規定しております香芝市ふたかみ文

化センター、香芝市二上山博物館条例第２条に規定しております香芝市二上

山博物館、香芝市公民館条例第２条に規定しております香芝市中央公民館の

指定管理者につきまして、香芝みらい創造プロジェクト 代表者 国際ライフパ

ートナー株式会社 代表取締役 荒谷明彦を指定するにあたり、地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるため、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２９条の規定により委員会の意見を求めるもので

ございます。 

なお、香芝みらい創造プロジェクトにつきましては、３法人にて構成され

ており、それぞれの主な業務は、管理運営の総括を国際ライフパートナー株

式会社、施設の維持管理を近鉄ファシリティーズ株式会社、舞台・ホールの

運営を株式会社パシフィックアートセンターが担当します。指定期間につき

ましては令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までを予定しておりま

す。 

何とぞ慎重審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

教育長      ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問等はございますか。 

田中委員。 

 

田中委員     今回、国際ライフパートナーさんを代表とする３社でジョイントベンチャ

ーということですが、現状の指定管理者と、この議案に出ている指定管理者

さんは同じ会社ですか、それとも違う会社ですか。 

 

教育長      まなび推進局長。 

 

まなび推進局長  同じ事業者でございます。 

 

教育長      田中委員。 

 

田中委員     ここ数年、特に公民館関係の指定管理者のホームページや事業、つぶさに

自分が体験したりしたわけではございませんが、いろいろと工夫した形でや

っていただいているなと感じていました。 

まだプライベートで、良さそうなものはフォーマットの形で利用させてい

ただいたりもしていました。なかなか実直というのか、いい業者さんだなと

思っていましたので、私個人としましても、これで結構ではないかなと思い

ます。以上です。 
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教育長      ありがとうございます。他に質問等はございませんか。 

關野委員。 

 

關野委員     少し整理してよろしいですか。ふたかみ文化センターというのは、市民ホ

ールや会議室、和室も全部含めてというということですか。 

 

教育長      まなび推進局長。 

 

まなび推進局長  建物全館でございます。 

 

教育長      關野委員。 

 

關野委員     そこには図書館も入っていますけれど、それは含まれていないんですね。

指定はしていませんからね。 

 

教育長      まなび推進局長。 

 

まなび推進局長  図書館の運営につきましては除外しておりますけれども、館の管理につき

ましては含まれております。建物としての管理ですね。要は、図書館の扉か

ら先でも、やはり照明とかいろいろな設備は管理をしていかなければなりま

せんので、その管理は入ってございます。 

 

教育長      關野委員。 

 

關野委員     先日、指定管理者の注意点や困っていることなどについて、ユーチューブ

を見ていたんですが、佐賀県のある市で図書館に指定管理者を決めたと、そ

うすると業者がレストランやコーヒーを飲むスペースを作ったりしたと、お

まけにアルコールも販売し始めたと、そういう部分で図書館に行く人数が減

少したと、そういうふうなことを言っておられたんです。 

そういうことはないかと思いますけど、図書館は学習、また市民の教育の

場、それから二上山博物館もやはり市民の学習の場だと思います。私も図書

館に２週間に１回ぐらい行くんですけれども、幼稚園児や小学生が博物館や

図書館に来ている姿が本当にほほ笑ましいと思って見ているんです。だから、

そういった部分で、教育の場、学習の場にそぐわないような環境はできない

ようにして欲しいと思っています。 

私、前も言いましたが、博物館は、自分の市、自分のまちを知る、また知

って誇りに思う、そういうことが非常に大事な場所だと思います。今、ＤＸ

化でいろいろやっておられますけれども、そういうような形で管理者が香芝

市の沿革もわかるように、また地理的なところで地殻変動、造山運動、香芝

市の成り立ち、そういうものを視覚的に見えるようなことができたら、私た

ちも、子どもたちも香芝市について理解し、自覚や誇りを持ってくれるかな

と思います。 

ですから、ユーチューブで見た佐賀県の例は極端なケースかもしれません

が、ふたかみ文化センター、二上山博物館、中央公民館、こういうところは

市民の学習の場であるということをしっかりと踏まえてどんどん進化してい

ったらいいかなと思っています。以上です。 

 

教育長      どうもありがとうございました。 

まなび推進局長。 

 

まなび推進局長  ご意見ありがとうございます。基本的に指定管理に出す場合におきまして
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は、各々の館自体の本来果たすべき機能というようなものがございますので、

それは、法定だったり、法定じゃない場合もあったりするんですが、指定管

理の条件として、「こんな仕事をやってくださいね。」という館のコンセプ

トは提示いたしております。 

当然、学びの場の提供ですから、利用者数の拡大についてもやってござい

ます。ただ、今おっしゃっていただいたように、どんな理由であれ有効活用

を目的としてやってございますので、利用者数が減ってくるようなことがあ

りましたときには、モニタリングという形で定期的に事業者と意見を交わす

場がございますので、市の意向というのは伝えてまいりますのでご安心いた

だけたらと思います。 

 

教育長      そうしましたら、他に質問等はございませんか。 

青木委員。 

 

青木委員     確か指定管理が始まって２０年ほど経っているように思います。今年度も

総務省の方から説明とかあったように伺っておりますが、今までは、住民サ

ービスが十分にできるような施設の管理面に、どちらかといえばハード面で

あるとか、その運用に関しましても、清掃であるとか、また使い方であると

か、また修理であるとか、そういったところはよくなされていたと思います

が、かたや、イベントであるとか、講座であるとか、そういう企画、アイデ

ア、またフロアであるとかそういったところの使い方に関して、もちろんア

ンケートとかを実施して、いろいろと住民さんの意見を取り入れてやってい

ただいているとは思うんです。そういったところをこれからも十分にしてい

ただけたらと思っているんです。 

個人的なことになりますけれども、私もこの間、中央公民館を利用させて

いただきまして、非常に丁寧に対応していただきました。その日は、たくさ

ん荷物を抱えておりましたので、それも全部運んでいただいて本当にありが

たいなと思いました。利用者にとって何がありがたいと言いましても、施設

の管理していただいている方から、いろいろと「こうしたほうがいいですよ」

とアイデアをいただくというのは本当にありがたいなと思っております。今

後もそういったことで、願えればと思います。以上でございます。 

 

教育長      大変貴重なご意見ありがとうございました。 

 

教育長      他に質問等はございませんか。 

 

教育長      よろしいですか。 

 

教育長      本案につきまして、ご異議ないでしょうか。 

 

各委員  （「異議なし」の声あり） 

 

教育長      ご異議がないようですので、本案についての意見聴取を終えることといた

します。 

 

教育長      以上をもちまして、秘密会を終了したいと思います。傍聴人の入場を認め

たいと思います。ここで暫時休憩いたします。 

 

（ 午後２時３分 終了 ） 

 

 


